
　
町
内
会
か
ら
の
要
望
な
ど
に

つ
い
て
懇
談
す
る
た
め
、
昨
年

11
月
21
日
に
市
長
と
議
長
を
囲

ん
で
の
研
修
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
研
修
会
で
議
題
と
な
っ
た
町

内
会
連
合
会
か
ら
の
要
望
へ
の

回
答
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

１
．
南
北
道
路
建
設
の
進
捗

　
状
況
に
つ
い
て

　
　
　

府
中
市
が
施
工
す
る
Ｄ

工
区
は
、
平
成
29
年
８

月
に
開
通
し
ま
し
た
。
広
島

県
が
施
工
す
る
Ａ
工
区
は
現

在
芦
田
川
の
橋
脚
１
基
を
施

工
し
て
お
り
、
Ｂ
工
区
は
、

国
道
486
号
線
周
辺
の
用
地
取

得
を
行
っ
て
い
ま
す
。
（
平

成
29
年
11
月
21
日
現
在
）

２
．
避
難
準
備
情
報
の
実
態
、

　
避
難
状
況
に
つ
い
て

　
　
　

避
難
準
備
・
高
齢
者
等

避
難
開
始
は
、
高
齢
者

な
ど
の
要
配
慮
者
の
避
難
開

始
の
合
図
と
し
て
発
令
し
ま

す
。
広
範
囲
を
対
象
に
発
令

す
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
避

難
所
全
て
を
開
設
し
て
い
ま

せ
ん
。
避
難
情
報
発
令
の
際

に
は
、
開
設
す
る
避
難
所
を

指
定
し
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
29
年
の
避
難

情
報
発
令
時
の
避
難
状
況
に

つ
い
て
は
、
10
世
帯
19
人
が

避
難
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
域
で
決
め
ら
れ
て
い
る

避
難
場
所
に
避
難
さ
れ
る
場

合
に
は
、
市
に
連
絡
を
し
て

い
た
だ
き
、
避
難
者
の
安
全

の
確
保
な
ど
を
し
て
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
そ

の
際
、
備
蓄
し
て
あ
る
必
要

な
物
資
は
、
市
で
手
配
を
し

ま
す
。

３
．
イ
ノ
シ
シ
の
被
害
対
策

　
に
つ
い
て

　
　
　

以
前
か
ら
府
中
市
有
害

鳥
獣
捕
獲
隊
に
よ
る
捕

獲
事
業
の
実
施
、
町
内
会
へ

の
箱
わ
な
の
貸
し
出
し
お
よ

び
侵
入
防
止
柵
設
置
に
対
す

る
補
助
や
狩
猟
免
許
取
得
に

係
る
経
費
の
補
助
な
ど
を
行

っ
て
い
ま
す
。

　

町
内
会
貸
し
出
し
用
箱
わ

な
の
増
設
に
つ
い
て
は
、
平

成
29
年
度
に
６
基
増
設
し
て

お
り
、
平
成
30
年
度
に
は
12

基
の
増
設
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

４
．
公
園
の
公
衆
ト
イ
レ
の
建

 

て
替
え
、
洋
式
化
に
つ
い
て

　
　
　

平
成
29
年
度
は
国
府
児

童
公
園
を
洋
式
化
し
て

簡
易
水
洗
に
改
修
し
ま
す
。

鵜
飼
西
児
童
公
園
は
今
の
ト

イ
レ
に
替
え
て
公
衆
ト
イ
レ

を
新
築
し
ま
す
。
今
後
も
計

画
的
に
整
備
を
進
め
て
い
き

ま
す
。

５
．
公
民
館
へ
の
Ａ
Ｅ
Ｄ 

　
設
置
に
つ
い
て

　
　
　

公
民
館
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
設
置

は
、
課
題
と
し
て
認
識

し
て
い
ま
す
。
現
在
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
設
置
は
、
市
内
の
体
育
施

設
を
対
象
に
計
画
的
に
設
置

施
設
を
増
や
し
て
い
ま
す
。

公
民
館
も
設
置
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
で
す
が
、
経
費
の

問
題
か
ら
、
購
入
の
予
定
が

立
ち
ま
せ
ん
。
今
年
度
、
貸

し
出
し
用
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
購
入
し

ま
し
た
の
で
、
当
面
の
間
は
、

公
民
館
ま
つ
り
な
ど
通
常
よ

り
来
館
者
が
多
い
日
な
ど
に

利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

回答

回答

回答回答

回答

町
内
会
連
合
会
と

市
長
・
市
議
会
議
長
と
の

研
修
会
を
開
催
し
ま
し
た

問
い
合
わ
せ
先　

総
務
課

　

（
☎
４
３-

７
１
１
５
）

ＪＲ駅駐輪場の自転車・ 
　　バイクの利用点検を
■利用点検を行うＪＲ駅駐輪場
　府中・鵜飼・高木・下川辺・河佐・備後矢野・上下
■黄色の警告カードを取り付けます
　２月７日（水）に白色の点検カードが残っている自転
車・バイクには、１回目の警告カードを取り付けます。
■赤色の警告カードを取り付けます
　黄色の警告カードが残っている自転車・バイクには
２回目の警告カードを取り付けます。
■３月下旬に別の場所に移動します
　赤色の警告カードが残ったままの自転車・バイクは、
３月下旬に別の場所へ移動します。
　心当たりのある人は、駐輪場で確認してください。
問い合わせ先　総務課（☎４３-７２１１）

実施中
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